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セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
概
要

　平
成
28
年
度
税
制
改
正
で
、
適
切
な
健
康
管
理
の

下
で
医
療
用
医
薬
品
か
ら
の
代
替
を
進
め
る
観
点
か

ら
、
健
康
の
維
持
増
進
と
疾
病
の
予
防
へ
の
取
り
組

み
と
し
て「
一
定
の
取
組
」を
行
っ
て
い
る
個
人
が
、

平
成
29
年
１
月
１
日
か
ら
本
人
や
本
人
と
生
計
を
一

に
す
る
親
族
に
係
る
一
定
の
「
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医

薬
品
」
の
購
入
費
用
を
１
年
間
に
１
万
２
千
円
を
超

え
て
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
１
万
２
千
円
を
超
え
る

額
（
最
大
８
万
８
千
円
）
を
所
得
か
ら
控
除
で
き
る

医
療
費
控
除
の
特
例
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。（
従
来

の
医
療
費
控
除
と
の
選
択
適
用
）

※�

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ

Ｈ
Ｏ
）
に
お
い
て
、「
自
分
自
身
の
健
康
に
責
任
を
持
ち
、

軽
度
な
身
体
の
不
調
は
自
分
で
手
当
て
す
る
こ
と
」
と
定

義
さ
れ
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
人

　健
康
の
維
持
増
進
と
疾
病
の
予
防
へ
の
「
一
定
の

取
組
」（
注
１
）
を
行
い
、
平
成
29
年
１
月
１
日
以

降
に
、「
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
」（
注
２
）
を
１

年
間
に
１
万
２
千
円
以
上
購
入
し
た
人
。

（
注
１
）「
一
定
の
取
組
」
と
は
、
次
の
５
つ
の
い
ず

れ
か
の
取
り
組
み
の
こ
と
で
す
。

　１
　特
定
健
康
診
査
（
メ
タ
ボ
健
診
）

　２
　予
防
接
種
　

　３
　定
期
健
康
診
断
（
事
業
主
健
診
）

　４
　健
康
診
査
（
人
間
ド
ッ
ク
な
ど
）

　５
　が
ん
検
診

（
注
２
）「
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
」
と
は
、
医
師

に
よ
っ
て
処
方
さ
れ
る
医
薬
品
（
医
療
用
医
薬
品
）

か
ら
、
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
で
購
入
で
き
る
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医

薬
品
に
転
用
さ
れ
た
医
薬
品
で
す
。（
例
　か
ぜ
薬
、

胃
腸
薬
、
鼻
炎
用
内
服
薬
、
水
虫
・
た
む
し
用
薬
、

肩
こ
り
・
腰
痛
・
関
節
痛
の
貼
付
薬
な
ど
）

※
具
体
的
な
対
象
品
目
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
（
医
療

費
控
除
の
特
例
）
に
つ
い
て
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

適
用
期
間

　所
得
税
は
平
成
29
年
分
か
ら
５
年
間
、
個
人
住
民

税
は
平
成
30
年
度
か
ら
５
年
間
で
す
。

注
意
点

　１�

　こ
の
特
例
を
受
け
る
に
は
、
所
得
税
の
確
定

申
告
か
個
人
住
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　２�

　こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、
従
来

の
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。（
申
告
者
自
身
で
ど
ち
ら
か
選
択
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
）

　３�

　申
告
の
際
に
、「
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
」

の
領
収
書
、健
康
維
持
増
進
と
疾
病
の
予
防
の

取
り
組
み
「
一
定
の
取
組
」
を
行
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　※�

具
体
的
な
「
一
定
の
取
組
」
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
は
、

厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
一
定
の
取
組
の
証
明

方
法
に
つ
い
て
」（
チ
ャ
ー
ト
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※�

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
（
Ｏ
ｖ
ｅ
ｒ�

Ｔ
ｈ
ｅ�

Ｃ
ｏ
ｕ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
の
略
語
）
医
薬
品
と

は
、
も
と
も
と
医
療
用
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
た
医
薬
品
を
有
効
成
分
や
服
用

方
法
、
用
量
が
全
く
同
じ
ま
ま
市
販
さ

れ
て
い
る
医
薬
品
の
こ
と
で
、
医
師
の

処
方
箋
が
な
く
て
も
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

や
薬
局
で
直
接
購
入
で
き
ま
す
。

問
合
せ

　市
民
税
課

　本
庁
仮
設
庁
舎
西
棟
１
階

　
　
　
　☎
33
４
１
０
７

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
に
つ
い
て

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
控
除
が
始
ま
り
ま
す（
医
療
費
控
除
の
特
例
）

　
　〜
平
成
30
年
に
行
う
申
告
か
ら
適
用
開
始
〜

Ｑ　�同一世帯の中に、従来の医療費控除により申告する人
と、この税制により申告する人がいてもいいですか。

Ａ　それぞれが所得控除を申告することができます。
Ｑ　�「一定の取組」にかかった費用も、所得控除の対象とな
りますか。

Ａ　�健康診査などの「一定の取組」にかかった費用は所得控
除の対象になりません。

Ｑ　�確定申告を行う際に、「一定の取組」を行ったことの証
明書類として、予防接種済み証を提出する場合は、原本
ではなく写しでもいいですか。

Ａ　�原本の提出が必要です。確定申告を行う際に写しの提出
でいいのは、健診・検診の結果通知表のみです。

Ｑ　�一定の取組に健康診査などの再診査（要再検査や要精密
検査など）も含まれますか。

Ａ　�健康診査などの結果により、要再検査や要精密検査など
と判定されて受けた検査などは、対象になりません。

Ｑ　�健康診査などは同一世帯の全員が受診しなければいけ
ませんか。

Ａ　�確定申告をする人が「一定の取組」を実施していること
が必要です。

Ｑ　�ドラッグストアで一律○％引きのセールが開催されて
いる場合、控除額はどのような取り扱いになりますか。

Ａ　割引後の価格が控除額となります。
Ｑ　�購入した証明書類をなくしてしまった場合はどうすれ
ばいいですか。

Ａ　�購入した薬局などで、レシートの再発行をする必要があ
ります。また、証明書類に対象医薬品の目印が付けられ
ていない場合も同様です。

☆ 8,000 円が課税所得から控除される

　（購入金額 20,000 円－下限額 12,000 円＝ 8,000 円）

　　　　　　　　☆減税額

　　　　　　　　　・所得税は 1,600 円の減税効果

　　　　　　 　　　（控除額 8,000 円×税率 20％）

　　　　　　　　　・個人住民税は 800 円の減税効果

　　　　　　 　　　（控除額 8,000 円×税率 10％）

課税所得 400 万円の人が、対象医薬品を
年間 20,000 円購入した場合

控除のイメージ

控除8,000円

下限額
12,000円

購入金額
20,000円



7 Yatsushiro 2017.12

　平
成
26
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
給
与
所
得
控

除
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
お
り
、
給
与
所
得
控
除
の

上
限
額
が
段
階
的
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　市
民
税
と
県
民
税
は
、
一
緒
に
賦
課
・
徴
収
さ
れ

ま
す
。
市
民
税
と
県
民
税
を
あ
わ
せ
て
、
市
県
民
税

（
ま
た
は
住
民
税
）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　市
県
民
税
（
住
民
税
）
は
、
前
年
の
１
月
１
日
か

ら
12
月
31
日
ま
で
の
所
得
に
対
し
て
翌
年
度
に
課
税

さ
れ
ま
す
。
国
の
所
得
税
と
比
べ
る
と
、
住
民
税
は

１
年
遅
れ
と
な
り
ま
す
の
で
、
例
え
ば
、
離
職
し
て

無
職
と
な
っ
て
も
翌
年
ま
で
市
県
民
税
が
請
求
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　市
県
民
税
の
税
率
な
ど
は
、
地
方
税
法
と
い
う
法

律
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
全
国
ど
こ
で
も

同
じ
で
す
。
一
部
の
県
で
は
、
独
自
の
税
金
を
、
市

県
民
税
に
あ
わ
せ
て
徴
収
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
熊

本
県
に
は
、
水
と
緑
の
森
づ
く
り
税
（
年
間
５
０
０

円
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

市
県
民
税
均
等
割

　５
５
０
０
円

　
　（水
と
緑
の
森
づ
く
り
税「
５
０
０
円
」を
含
む
）

市
県
民
税
所
得
割

　課
税
さ
れ
る
所
得
の
10
％

　
　
　
　
　
　
　
　（市
６
％
、
県
４
％
）

　市
県
民
税
の
徴
収
方
法
は
、
次
の
３
パ
タ
ー
ン
が

あ
り
ま
す
。

普
通
徴
収

　�

　市
役
所
や
金
融
機
関
の
窓
口
で
納
付
書
を
用
い

て
納
め
る
方
法
で
す
。
口
座
引
き
落
と
し
も
、
こ

の
普
通
徴
収
の
一
方
法
と
な
り
ま
す
。
６
月
、
８

月
、
10
月
、
12
月
の
年
４
回
に
分
け
て
納
め
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

給
与
特
別
徴
収

　�

　給
料
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
場
合
で
、
特
別
徴
収

の
届
出
を
行
な
っ
て
い
る
事
業
所
に
勤
め
の
人

は
、
６
月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で
の
12
回
に
分
割
し

て
徴
収
さ
れ
ま
す
。

年
金
特
別
徴
収

　�

　65
歳
以
上
で
、
年
金
所
得
に
か
か
る
市
県
民
税

が
課
税
に
な
る
人
は
、年
金
の
支
給
月
（
偶
数
月
）

に
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。（
平
成
21
年

10
月
分
か
ら
全
国
で
新
制
度
と
し
て
開
始
さ
れ
ま

し
た
）

　市
県
民
税
の
課
税
方
法
は
、
主
な
も
の
と
し
て
次

の
３
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。

⑴
　�事
業
所
な
ど
か
ら
の
支
払
い
報
告
書
に
よ
っ
て

課
税
…
勤
め
の
人
や
年
金
生
活
者
な
ど

⑵
　�税
務
署
で
の
確
定
申
告
に
よ
っ
て
課
税
…
農
業

な
ど
の
自
営
業
者

⑶
　�住
民
税
の
申
告
に
よ
っ
て
課
税
…
⑴
と
⑵
に
あ

て
は
ま
ら
な
い
人

　市
県
民
税
は
、
修
正
申
告
、
支
払
報
告
書
の
差
し

替
え
、
ま
た
は
控
除
内
容
の
変
更
に
よ
り
税
額
が
、

年
の
途
中
で
変
更
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

場
合
は
、
税
額
決
定
変
更
通
知
書
が
、
郵
送
ま
た
は

事
業
所
を
通
じ
て
、
届
け
ら
れ
ま
す
。

　税
額
の
増
減
は
、
残
っ
た
納
期
で
調
整
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
納
期
が
残
っ
て
い
な
い
場
合
や

増
額
の
と
き
は
一
括
払
い
と
な
り
、
納
め
す
ぎ
の
場

合
は
還
付
さ
れ
ま
す
。

　本
市
で
は
、
納
税
者
の
利
便
性
の
向
上
と
税
務
行

政
の
効
率
化
の
観
点
か
ら
、
来
年
の
確
定
申
告
期
間

中
に
市
の
申
告
会
場
で
作
成
す
る
平
成
29
年
分
の
所

得
税
と
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
書
面
提
出
に
代
え
て
電
子

申
告
（
ｅ
－
Ｔ
ａ
ｘ
）
に
よ
り
八
代
税
務
署
へ
提
出

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　納
税
者
の
皆
さ
ん
は
、
申
告
相
談
時
間
・
待
ち
時

間
の
短
縮
、
源
泉
徴
収
票
・
医
療
費
の
領
収
書
な
ど

の
返
却
、還
付
申
告
の
早
期
還
付
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　今
後
、
市
の
申
告
会
場
を
利
用
す
る
人
は
、
電
子

申
告
（
ｅ
－
Ｔ
ａ
ｘ
）
を
利
用
す
る
際
に
必
要
と
な

る「
利
用
者
識
別
番
号
」の
取
得
を
お
願
い
し
ま
す
。

　八
代
税
務
署
か
ら
、「『
利
用
者
識
別
番
号
』
の
事

前
取
得
の
お
願
い
」
文
書
が
届
い
た
人
は
、
文
書
内

容
を
確
認
し
、「
電
子
申
告
・
納
税
等
開
始
届
出
書
」

を
八
代
税
務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　「利
用
者
識
別
番
号
」
の
取
得
か
ら
「
電
子
申
告
」

ま
で
の
流
れ
は
図
の
と
お
り
で
す
。

給
与
所
得
控
除
の
見
直
し

市
県
民
税
（
住
民
税
）

❖
市
県
民
税
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て

❖
税
額
の
変
更
に
つ
い
て

❖
市
県
民
税
の
課
税
方
法
に
つ
い
て

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

「
利
用
者
識
別
番
号
」
の

取
得
を
お
願
い
し
ま
す

年　度 28年度まで 29年度 30年度以降
上限額が適用
される給与収
入額

1,500万円 1,200万円 1,000万円

給与所得控除
上限額 245万円 230万円 220万円

※詳しくは、国税庁のホームページ「給与所得控除」を
　ご覧ください

平成 29 年分の確定
申告期に、市の申告
会場を利用する人

平成 29年分の市町申告会場の利用に向けた取り組みの流れ
（①〜⑥は一連の流れの順番です）

給与所得控除上限額の変更
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概
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の
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が
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平
成
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年
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か
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と
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（
Ｗ
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Ｏ
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の
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、
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な
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の
不
調
は
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で
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て
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る
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」
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定
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。
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る
人

　健
康
の
維
持
増
進
と
疾
病
の
予
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へ
の
「
一
定
の
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」（
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）
を
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い
、
平
成
29
年
１
月
１
日
以
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に
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ス
イ
ッ
チ
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Ｔ
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医
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」（
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）
を
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年
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に
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た
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注
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一
定
の
取
組
」
と
は
、
次
の
５
つ
の
い
ず

れ
か
の
取
り
組
み
の
こ
と
で
す
。

　１
　特
定
健
康
診
査
（
メ
タ
ボ
健
診
）

　２
　予
防
接
種

　

　３
　定
期
健
康
診
断
（
事
業
主
健
診
）

　４
　健
康
診
査
（
人
間
ド
ッ
ク
な
ど
）

　５
　が
ん
検
診

（
注
２
）「
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
」
と
は
、
医
師

に
よ
っ
て
処
方
さ
れ
る
医
薬
品
（
医
療
用
医
薬
品
）

か
ら
、
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
で
購
入
で
き
る
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医

薬
品
に
転
用
さ
れ
た
医
薬
品
で
す
。（
例

　か
ぜ
薬
、

胃
腸
薬
、
鼻
炎
用
内
服
薬
、
水
虫
・
た
む
し
用
薬
、

肩
こ
り
・
腰
痛
・
関
節
痛
の
貼
付
薬
な
ど
）

※
具
体
的
な
対
象
品
目
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
（
医
療

費
控
除
の
特
例
）
に
つ
い
て
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

適
用
期
間

　所
得
税
は
平
成
29
年
分
か
ら
５
年
間
、
個
人
住
民

税
は
平
成
30
年
度
か
ら
５
年
間
で
す
。

注
意
点

　１�

　こ
の
特
例
を
受
け
る
に
は
、
所
得
税
の
確
定

申
告
か
個
人
住
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　２�

　こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、
従
来

の
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。（
申
告
者
自
身
で
ど
ち
ら
か
選
択
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
）

　３�

　申
告
の
際
に
、「
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
」

の
領
収
書
、健
康
維
持
増
進
と
疾
病
の
予
防
の

取
り
組
み
「
一
定
の
取
組
」
を
行
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　※�

具
体
的
な
「
一
定
の
取
組
」
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
は
、

厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
一
定
の
取
組
の
証
明

方
法
に
つ
い
て
」（
チ
ャ
ー
ト
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※�

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
（
Ｏ
ｖ
ｅ
ｒ�

Ｔ
ｈ
ｅ�

Ｃ
ｏ
ｕ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
の
略
語
）
医
薬
品
と

は
、
も
と
も
と
医
療
用
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
た
医
薬
品
を
有
効
成
分
や
服
用

方
法
、
用
量
が
全
く
同
じ
ま
ま
市
販
さ

れ
て
い
る
医
薬
品
の
こ
と
で
、
医
師
の

処
方
箋
が
な
く
て
も
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

や
薬
局
で
直
接
購
入
で
き
ま
す
。

問
合
せ

　市
民
税
課

　本
庁
仮
設
庁
舎
西
棟
１
階

　
　
　
　☎
33
４
１
０
７

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
に
つ
い
て

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
控
除
が
始
ま
り
ま
す（
医
療
費
控
除
の
特
例
）

　
　〜
平
成
30
年
に
行
う
申
告
か
ら
適
用
開
始
〜

Ｑ　�同一世帯の中に、従来の医療費控除により申告する人
と、この税制により申告する人がいてもいいですか。

Ａ　それぞれが所得控除を申告することができます。
Ｑ　�「一定の取組」にかかった費用も、所得控除の対象とな
りますか。

Ａ　�健康診査などの「一定の取組」にかかった費用は所得控
除の対象になりません。

Ｑ　�確定申告を行う際に、「一定の取組」を行ったことの証
明書類として、予防接種済み証を提出する場合は、原本
ではなく写しでもいいですか。

Ａ　�原本の提出が必要です。確定申告を行う際に写しの提出
でいいのは、健診・検診の結果通知表のみです。

Ｑ　�一定の取組に健康診査などの再診査（要再検査や要精密
検査など）も含まれますか。

Ａ　�健康診査などの結果により、要再検査や要精密検査など
と判定されて受けた検査などは、対象になりません。

Ｑ　�健康診査などは同一世帯の全員が受診しなければいけ
ませんか。

Ａ　�確定申告をする人が「一定の取組」を実施していること
が必要です。

Ｑ　�ドラッグストアで一律○％引きのセールが開催されて
いる場合、控除額はどのような取り扱いになりますか。

Ａ　割引後の価格が控除額となります。
Ｑ　�購入した証明書類をなくしてしまった場合はどうすれ
ばいいですか。

Ａ　�購入した薬局などで、レシートの再発行をする必要があ
ります。また、証明書類に対象医薬品の目印が付けられ
ていない場合も同様です。

☆ 8,000 円が課税所得から控除される

　（購入金額 20,000 円－下限額 12,000 円＝ 8,000 円）

　　　　　　　　☆減税額

　　　　　　　　　・所得税は 1,600 円の減税効果

　　　　　　 　　　（控除額 8,000 円×税率 20％）

　　　　　　　　　・個人住民税は 800 円の減税効果

　　　　　　 　　　（控除額 8,000 円×税率 10％）

課税所得 400 万円の人が、対象医薬品を
年間 20,000 円購入した場合

控除のイメージ

控除8,000円

下限額
12,000円

購入金額
20,000円




